
当院は、感染症指定医療機関ではありません。 
● 希望による新型コロナウイルスの検査はできません。 

● 「新型コロナウイルス感染症ではないという証明（陰性証明）」  の発行は 

できません。 

問い合わせは下記をご確認ください。 
 
・きょうと新型コロナ医療相談センター ０７５－４１４-５４８７ 
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号 ０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 
（受付時間 ９：００から ２１：００） 
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